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「第３期榛東村障害者計画・第６期榛東村障害福祉計画・ 

第２期榛東村障害児福祉計画」に関するパブリックコメント 

（意見募集）の実施結果について 

１．実施結果の概要 

「第３期榛東村障害者計画・第６期榛東村障害福祉計画・第２期榛東村障害児福祉計

画」の策定にあたり、広く村民の意見を募集し、新たな計画づくりと施策の改善に役立て

るため、パブリックコメントを実施しました。 

提出されたご意見は、その意図を汲み取れないものを除外したうえで、趣旨を損なわ

ない程度に要約・誤字等の修正を行い、村の考え方を示しています（順不同）。 

（１）実施期間 

令和３年２月 16日（火）～令和３年３月１日（月） 

（２）意見の提出状況 

提出者数  １名 

２．いただいたご意見と村の考え方 

№ 頁 意見内容 意見に対する村の考え方 

①  16 精神の手帳所持者が 100 名と

あるが、取得のための広報・説

明が不足しているのではない

か。 

障害者手帳の取得は、障害のある方やそ

のご家族などのご意思や生活上での困りご

となどを十分に把握したうえで手続きを行

っております。 

手帳所持者を単純に増やすことが福祉の

向上につながるものではないため、引き続

き現状と同様に困りごとを抱える方の相談

対応等に努めてまいります。 
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№ 頁 意見内容 意見に対する村の考え方 

②  22 就学前児童・就学児童の状況

とタイトルにありながら、説明

は保育所における障害児の預か

りの状況、幼稚園における在園

児数のグラフで保育所・幼稚

園・児童クラブのみ掲載されて

いる。これ以外に通所している

障害児はいないのか。グラフの

なかの人数が少なすぎると考え

ます。 

当該データについては、保育所・幼稚園・

児童クラブ（学童保育所）の利用児のうち

障害者手帳を所持する人数の数値です。障

害児福祉サービスは、手帳を所持していな

くても利用することができ、統計上で現れ

る手帳を所持する児童は実際よりも少なく

なります。 

なお、放課後等デイサービスや児童発達

支援などの利用については、障害児福祉計

画の範疇であることから、107 ページにデ

ータが掲載されています。また、児童発達

支援や放課後等デイサービスなどは、障害

者手帳を所持することを必須とするサービ

スではなく、医師により療育の必要性が認

められる児童などが利用可能です。 

③  24 成年後見制度村長申立件数の

推移量に、補助開始はないの

か。 

親族などの申立件数は把握し

ていないのか。 

当意見を受けまして、補助開始の件数に

ついて追加記載します。 

なお、成年後見制度の利用は高齢者によ

るものが圧倒的に多く、障害者計画のみで

は十分に対応できるものではないことか

ら、関連する部署・計画等と連動した取り

組みが必要です。今後、障害のある方の高

齢化や親亡き後などに備える必要が生じる

可能性があることから村としても制度の利

用促進に取り組みます。 

親族などによる申立件数は現在把握して

いないことから、本計画では反映しません。 

④  33 外出するとき困ること。公共

交通機関が少ないことに対して

の対応案を示してください。 

計画 68 ページに現行の対応策を取りま

とめておりますが、引き続き改善を図って

いきます。 

⑤  82 令和元年度就労継続支援 B型

事業の一般就労への移行者数が

０人ということは、この３年間

１人もいないということであ

り、おかしい、目標値の変更

を。 

この数値は、令和元年度における実績を

掲載するものであり、３年間の実績を示す

ものではありません。 

 


